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嘉永弐芦辺浦人別街改御廼札抱

今
回
紹
介
す
る
史
料
は
、
長
崎
県
立
長
崎
図
書
館
架
蔵
の
壱
岐
の
中
村
家
文

書
凶
の
お
に
収
め
ら
れ
て
い
る
人
別
改
の
廻
札
の
控
え
で
あ
る
。

形
態
は
、
本
文
十
一
丁
、
法
量
縦
二
十
四
・
八
四
横
十
七
・
三
叩
、
袋
綴
装
、

紙
撚
四
穴
、
料
紙
は
和
紙
で
あ
る
。

本
史
料
は
芦
辺
浦
に
改
札
さ
れ
た
際
の
写
し
で
あ
る
。

芦
辺
浦
は
、
現
在
の
長
崎
県
壱
岐
の
芦
辺
町
の
浦
方
の
一
つ
で
あ
る
。
江
戸

時
代
は
諸
吉
村
の
う
ち
に
あ
っ
た
壱
岐
八
浦
の
一
つ
で
、
玄
界
灘
に
臨
み
、
平

戸
藩
浦
掛
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
寛
永
年
間
(
一
六
二
四

i
四
四
)
長
門
長
府

豊
浦
か
ら
篠
崎
隼
人
が
来
島
し
て
住
吉
神
社
の
分
霊
を
杷
っ
た
こ
と
で
、
浦
名

は
豊
浦
と
称
し
て
い
た
が
、
度
々
の
火
事
で
寛
文
一
一
(
一
六
七
一
)
年
、
天

祥
院
(
平
戸
藩
四
代
藩
主
松
平
鎮
信
)
が
芦
辺
と
改
め
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と

か
ら
芦
辺
浦
と
な
っ
た
。
高

江
戸
幕
府
は
慶
長
一
九
(
一
六
一
四
)
年
に
キ
リ
ス
ト
教
を
禁
止
し
、
宗
門

改
を
臨
時
的
に
行
っ
た
。
島
原
の
乱
(
一
六
三
七

1
八
)
後
の
寛
永
十
七
(
一
六

四
O
)
年
、
宗
門
改
役
を
お
き
、
直
轄
領
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
摘
発
、
弾

圧
を
行
い
、
遍
く
寺
請
を
制
度
化
し
、
宗
門
改
人
別
帳
を
作
成
し
た
。

な
お
、
翻
刻
に
当
た
っ
て
、
原
文
に
次
の
よ
う
な
操
作
を
加
え
た
。

一
本
来
は
原
文
の
体
裁
に
従
っ
て
改
行
す
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
、
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中

村

美

睦

現
行
で
は
詰
め
た
。

一
翻
刻
に
当
た
り
、
本
文
中
に
適
宜
句
読
点
(
、
)
と
並
列
点
(
・
)
を
付
し

た。
一
変
体
仮
名
(
江
、
而
、
茂
、
与
)
等
は
、
原
文
で
は
小
さ
く
書
か
れ
て
い
る

箇
所
も
あ
る
が
、
同
じ
大
き
さ
に
し
た
。

一
欠
字
、
平
出
は
原
文
通
り
と
せ
ず
、
紙
面
の
都
合
上
、
前
の
文
字
・
行
に
続

ナ
た
。

一
文
中
の
誤
字
・
脱
字
に
つ
い
て
は
、
訂
正
・
挿
入
し
て
あ
る
も
の
を
入
れ
切
っ

た。
一
頁
の
終
わ
り
は
(
」
)
で
印
し
た
。

(
表
紙
)

「
嘉
永
弐
芦
辺
浦

人
別
御
改
御
廻
札
相

酉
九
月
晦
日
渡
辺
屋
政
右
衛
門
懸

(
本
文
)

去
申
八
月
向
々
相
達
、
御
領
分
中
家
数
人
別
調
、
地
方
筋
一
順
相
済
候
慮
、
願

済
之
外
内
謹
-
一
市
操
替
、
或
は
他
人
之
帳
面
-
一
入
致
株
抜
居
候
者
彩
敷
、
右
様

之
処
占
百
性
減
少
、
重
立
候
公
役
は
勿
論
、
平
常
之
諸
役
目
も
引
請
兼
候
村
有

L_ 
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之
、
其
事
江
携
候
者
共
不
都
合
至
極
之
事
ニ
候
、
乍
去
格
別
之
御
用
捨
ヲ
以
、

一
々
御
告
は
不
被
仰
付
候
得
共
、
元
々
江
引
戻
又
は
御
計
無
之
候
而
は
、
以
後

之
御
防
禁
茂
不
相
立
候
」
問
、
此
度
深
々
御
評
儀
之
上
、
別
紙
箇
僚
書
之
通
被

相
極
、
引
戻
被
仰
付
候
、
右
者
第
一
不
正
之
之
者
御
礼
、
下
之
御
撫
育
之
御
主

意
ニ
付
、
於
役
筋
詑
度
相
心
得
夫
々
取
計
、
人
内
等
江
ハ
主
人
々
々
占
茂
篤
与

相
諭
、
向
後
違
乱
無
之
様
御
作
法
相
守
、
家
業
・
諸
役
目
精
々
可
致
旨
可
申
付

候
、
尤
余
計
之
人
数
江
相
拘
り
候
事
故
、
万
一
心
得
違
之
も
の
等
有
之
節
は
、

御
奉
公
人
中
者
不
及
申
、
其
外
た
り
共
、
御
園
家
之
た
め
」
相
考
、
穏
便
-
一
可

相
諭
旨
被
仰
出
候

八
月

一
役
馬
廻
・
中
小
性
者
、
縦
令
本
筋
之
出
世
-
一
而
無
之
、
其
者
代
-
一
紛
込
御
穿

撃
不
行
届
被
仰
付
候
共
、
一
旦
御
取
扱
茂
違
候
事
故
、
俄
-
一
百
性
ニ
御
引
戻
シ
、

諸
役
目
為
致
候
茂
如
何
-
一
付
、
親
類
占
心
附
為
引
入
、
百
性
帳
面
ニ
附
、
其
屋

敷
元
百
性
屋
敷
ニ
候
ハ
¥
百
性
並
之
役
目
為
出
、
其
」
子
迄
者
踏
繕
被
指
免
、

孫
之
代
占
百
性
可
申
付
候
、
尤
家
内
-
一
入
居
候
百
性
筋
之
者
罷
有
候
ハ
ミ
早

速
引
戻
可
申
事

但
、
其
家
元
役
馬
廻
ニ
而
、
養
子
ニ
相
成
候
者
計
紛
込
、
是
又
役
馬
廻
-
一

被
召
成
罷
有
候
ハ
ミ
為
引
込
候
後
別
人
養
子
仕
、
支
配
頭
文
は
親
類
占

願
出
候
ハ
¥
紛
込
居
候
も
の
は
世
代
ニ
不
相
立
姿
-
一
而
、
格
別
之
御
憐

監
ヲ
以
、
再
養
子
江
中
小
性
可
被
仰
付
事
」

附
、
此
後
紛
込
候
ハ
¥
中
小
性
以
上
-
一
市
茂
直
-
一
引
戻
、
百
性
役
目
可

申
付
事

一
豊
後
守
様
御
家
来
、
中
小
性
以
上
年
寄
中
役
人
右
同
断
、
孫
代
占
百
性
役
目

可
申
付
事

一
百
性
筋
占
徒
士
組
紛
込
居
候
者
は
百
性
帳
面
ニ
附
、
夫
婦
井
親
は
帯
万
・
苗

字
被
指
免
、
其
兄
弟
子
共
は
百
性
役
目
可
申
付
事

一
年
寄
中
役
人
格
、
以
前
は
本
役
同
様
之
慮
、
文
化
十
二
亥
年
以
来
は
、
家
内

共
ニ
踏
檎
御
免
-
一
而
、
嫡
子
者
永
々
内
踏
之
御
定
一
一
相
成
居
候
一
一
付
、
引
戻

方
徒
士
組
-
一
相
準
、
夫
婦
井
親
は
帯
刀
・
苗
字
是
迄
之
通
御
免
一
一
而
被
指
置
、

兄
弟
子
共
居
候
得
共
、
夫
江
百
性
役
目
可
申
付
候
、
尤
此
後
紛
込
候
も
の
は
、

其
者
江
直
々
苗
字
取
揚
、
百
性
役
目
申
付
候
義
勿
論
之
事

一
踏
槍
御
免
以
下
之
御
奉
公
人
ニ
、
百
性
占
」
紛
込
居
候
者
は
其
身
為
引
入
、

家
内
共
百
性
帳
面
ニ
付
、
役
目
可
申
付
事

但
、
御
奉
公
ニ
出
居
、
其
向
所
作
柄
宜
敷
、
井
勤
向
・
年
功
-
一
相
成
居
、

格
別
御
用
立
候
者
は
、
支
配
頭
占
願
出
候
ハ
h

遂
穿
撃
、
表
立
其
身
壱
人

元
御
奉
公
ニ
被
召
出
、
其
子
百
性
役
目
可
申
付
事

一
踏
絵
御
免
之
者
は
、
徒
士
組
・
弓
組
与
は
別
段
」
之
訳
ニ
而
、
人
内
・
脇
間
・

町
人
・
百
性
・
浦
人
之
内
江
茂
被
仰
付
候
事
故
、
帳
面
相
替
候
儀
は
不
相
成
、

右
は
御
仕
置
帳
井
宗
門
方
御
定
江
茂
、
帳
面
相
替
候
御
作
法
無
之
-
一
付
、
縦

令
本
筋
之
出
世
又
は
願
済
た
り
共
、
踏
檎
御
免
代
切
次
第
、
百
性
・
浦
人
筋

者
役
目
可
申
付
候
、

E
又
紛
込
居
候
も
の
は
、
其
者
占
直
ニ
百
性
・
浦
人
役

目
申
付
、
若
文
家
内
共
踏
繕
御
免
」
之
者
、
其
身
壱
人
之
処
は
、
詑
度
百
性
・

浦
人
本
役
目
指
立
可
申
ニ
付
、
帯
万
・
苗
字
是
迄
之
通
御
用
捨
願
出
候
ハ
¥

表
面
御
指
図
-
一
而
被
指
免
、
後
而
等
閑
之
筋
有
之
筋
は
、
帯
万
・
苗
字
取
揚
、

百
性
役
目
可
申
付
事

一
百
姓
・
浦
人
筋
之
者
、
帳
面
操
替
又
は
人
替
ニ
而
、
脇
間
・
人
内
・
町
人
江

紛
込
居
候
者
は
、
取
返
候
御
作
法
ニ
付
家
内
共
引
戻
、
役
目
可
申
付
事
」

一
脇
間
・
人
内
・
町
人
占
、
百
性
・
浦
人
筋
之
家
江
苗
字
持
直
り
、
屋
敷
養
子

之
駄
ニ
而
相
績
之
者
、
調
之
上
其
侭
百
性
・
浦
人
之
家
相
績
、
養
子
-
一
取
計

有
之
候
、
然
ル
慮
其
者
共
、
元
来
百
性
・
浦
人
筋
一
一
無
之
候
得
共
、
其
侭
直



嘉永弐芦辺誠人fJ!h御改録廻礼犯

-
一
致
相
績
、
百
性
-
一
相
成
候
者
は
勝
手
次
第
、
若
又
致
離
縁
度
願
出
候
者
は
、

嘗
時
百
性
・
浦
人
並
之
公
役
自
分
引
請
候
上
、
右
家
相
績
」
之
者
相
求
、
養

家
之
地
面
は
勿
論
、
相
績
後
買
添
候
田
畑
た
り
共
引
譲
、
詑
度
株
相
立
、
第

一
其
所
之
百
性
・
浦
人
中
、
弥
株
立
之
振
合
納
得
之
上
、
在
・
浦
其
筋
之
役
々

見
分
相
違
等
無
之
者
、
元
之
通
脇
間
・
人
内
・
町
人
江
指
戻
候
儀
被
指
免
候

問
、
右
様
之
者
共
、
地
面
等
内
謹
ニ
而
指
操
責
梯
候
排
之
儀
堅
不
相
成
候
、

若
文
彼
是
相
工
之
、
不
正
之
」
儀
於
有
之
は
右
地
面
取
揚
、
本
人
弁
買
主
は

勿
論
、
其
筋
之
役
々
迄
越
度
申
付
候
問
、
詑
度
心
得
違
無
之
様
心
付
可
申
事

附
、
御
奉
公
人
占
百
性
・
浦
人
筋
之
家
江
、
屋
敷
養
子
ニ
相
成
居
候
者
共

是
又
同
前
、
尤
其
身
直
ニ
百
性
・
浦
人
役
目
引
請
せ
候
儀
茂
相
成
兼
候
訳

ニ
付
、
・
申
渡
候
日
よ
り
百
五
十
日
限
、
右
之
手
数
ニ
而
夫
々
坪
明
可
申
候
、
」

右
之
日
数
迄
、
等
閑
相
心
得
候
-
一
お
ゐ
て
ハ
、
其
者
直
ニ
百
性
・
浦
人
可

申
付
事

一
百
性
・
浦
人
筋
占
脇
間
・
人
内
・
町
人
江
養
子
ニ
参
り
、
又
は
人
替
ニ
市
致

相
績
居
候
者
、
其
家
は
相
立
居
候
而
も
引
戻
可
申
候
、
妻
子
等
有
之
引
戻
シ

不
致
出
来
候
者
は
、
其
家
百
性
・
浦
人
並
役
目
申
付
、
其
子
孫
脇
間
・
町
人

筋
よ
り
其
家
致
相
績
候
上
者
無
構
、
依
之
百
性
・
浦
人
」
筋
ニ
市
は
、
右
家

占
他
江
相
績
之
者
右
同
断

右
者
百
性
筋
目
之
者
ニ
付
、
一
々
血
統
相
札
、
筋
々
引
戻
可
相
成
筈
之
処
、

夫
ニ
市
は
久
敷
相
績
之
者
、
夫
婦
・
親
子
之
間
茂
致
離
散
及
難
儀
候
付
、
此

度
之
義
は
格
別
御
憐
態
を
以
、
先
タ
右
之
通
御
計
相
成
候
、
尤
此
以
後
百
性

筋
之
者
相
養
ひ
候
-
一
お
ひ
て
ハ
、
家
株
共
百
性
可
申
付
事
」

但
、
女
も
同
様
引
戻
可
申
候
、
若
引
戻
不
致
出
来
分
は
、
其
者
一
生
其
夫

江
百
性
並
之
半
役
可
申
付
候
、
右
女
出
生
之
子
、
父
親
百
性
筋
ニ
於
無
之

者
無
構
、
尤
女
は
表
立
人
替
願
出
候
筋
遂
吟
味
、
指
支
無
之
者
ハ
被
指
免
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候
御
作
法
-
一
付
、
願
済
之
分
者
是
又
無
構
、
男
者
一
切
人
替
不
相
成
御
作

法
之
事

一
外
踏
・
内
踏
之
脇
間
・
人
内
・
町
人
、
踏
繕
」
御
免
之
者
、
家
内
江
帳
入
踏

鎗
御
免
ニ
相
紛
、
又
は
外
踏
之
者
内
踏
之
者
江
帳
入
等
-
一
雨
、
諸
役
目
式
相

遁
居
候
者
共
、
一
々
其
身
元
相
嘗
ニ
引
戻
可
申
事

一
踏
絵
式
之
者
占
致
養
子
候
儀
、
陰
陽
師
又
は
郷
醤
・
年
寄
中
・
役
人
格
、
町

年
寄
等
之
儀
は
、
願
之
上
踏
繕
御
免
相
成
候
得
共
、
中
小
性
以
上
之
儀
ハ
、

踏
鎗
式
之
者
致
養
子
、
踏
繕
御
免
願
出
候
共
、
御
免
無
之
」
御
極
ニ
付
、
帳

入
人
替
等
-
一
而
紛
込
居
候
者
、
前
例
ニ
準
親
類
よ
り
養
子
為
致
、
是
又
孫
代

占
踏
繕
式
-
一
取
計
可
申
事

右
者
在
浦
・
人
別
御
規
格
崩
候
向
茂
有
之
哉
ニ
相
聞
候
-
一
付
、
此
度
格
別
取

調
被
仰
付
候
慮
、
諸
給
人
井
脇
間
・
人
内
・
百
性
・
浦
人
共
、
既
-
一
御
作
法

茂
相
立
兼
候
程
-
一
致
混
雑
居
、
甚
如
何
之
事
ニ
候
得
共
、
全
其
者
共
」
限
-
一

市
相
巧
、
御
法
度
背
居
候
而
己
ニ
茂
無
之
、
必
寛
役
々
之
者
茂
、
数
年
来
因

循
等
閑
ニ
相
心
得
候
慮
占
、
自
然
与
嘗
時
之
綜
-
一
成
行
、
不
容
易
事
-
一
候
、

其
侭
被
指
置
候
市
は
、
次
第
々
御
先
格
相
崩
居
、
後
之
御
仕
置
ニ
茂
相
障
、

大
切
至
極
之
御
筋
合
ニ
付
、
右
御
箇
保
之
通
御
計
ひ
被
仰
付
候
問
、
何
茂
不

被
為
得
止
事
」
茂
得
与
相
弁
へ
、
無
異
儀
奉
畏
候
様
申
諭
可
取
計
候
、
一
旦

御
作
法
相
立
候
上
、
重
而
御
差
略
不
相
成
候
市
は
、
御
憐
岨
之
御
主
意
-
一
茂

相
戻
候
向
可
有
之
茂
難
計
事
故
、
得
与
入
念
取
札
、
是
迄
格
別
精
々
御
用
立

候
筋
有
之
た
る
者
、
又
は
人
内
ニ
而
茂
、
其
主
人
江
深
キ
由
緒
・
訳
柄
等
有

之
」
其
旨
願
出
候
ハ
¥
猶
又
被
遂
御
穿
撃
程
ニ
、
御
劃
酌
ニ
茂
可
相
成
事

ニ
候
、
尤
是
迄
紛
居
候
者
共
何
茂
引
戻
相
成
、
迷
惑
之
絵
り
筋
違
之
向
江
年

寄
ヲ
以
嘆
出
、
彼
是
申
扱
候
者
等
於
有
之
は
、
嘗
人
は
勿
論
右
江
相
拘
も
の

迄
越
度
可
被
仰
付
候
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八
月
」

此
節
御
調
ニ
付
、
帳
面
操
人
替
等
紛
込
居
候
者
之
分
、
先
タ
諸
向
共
御
裁
許
相

成
候
、
右
之
外
代
切
等
ニ
市
踏
繕
式
之
調
相
成
候
者
共
ハ
、
跡
占
在
浦
人
別
本

帳
相
渡
候
節
、
夫
々
調
通
相
成
候
問
、
其
旨
向
々
相
心
得
可
申
、
且
余
計
之
郷
々

ニ
付
帳
面
認
損
等
有
之
、
在
・
浦
調
之
筋
引
合
兼
候
向
茂
有
之
候
ハ
弘
、
猶
其

筋
」
々

S
可
申
達
候
事

右
之
趣
向
々
江
御
申
達
可
有
之
候

八

月

月

番

郡
奉
行
中

勘
定
奉
行
中

百
姓
・
浦
人
占
脇
間
・
人
内
・
町
人
之
家
江
、
相
」
績
養
子
之
者
数
年
相
績
之

末
、
妻
子
等
茂
有
之
分
者
、
其
家
相
績
之
調
相
成
、
其
血
統
之
儀
ハ
穿
撃
無
之

慮
茂
有
之
、
然
ル
慮
元
来
百
姓
・
浦
人
筋
之
者
は
、
縦
令
脇
間
・
人
内
・
町
人

之
家
相
績
ニ
而
も
、
矢
張
百
姓
・
浦
人
並
役
目
申
付
候
御
極
相
成
候
問
、
嘗
在

浦
ニ
而
取
札
御
書
出
を
可
被
成
候人

別
御
調
方
」

(
な
か
む
ら

む
つ
み
)

注

ω
『
日
本
歴
史
地
名
体
系
第
必
巻

長
崎
県
の
地
名
』

平
凡
社

平
成
凶
年
叩
月
M
日
発
行

今
回
、
解
読
に
あ
た
っ
て
本
学
教
授
利
岡
俊
昭
氏
に
多
大
な
る
ご
教
示
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
か
り
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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